
平
成
三
十
年
二
月
十
五
日
提
出

質

問

第

八

二

号

業
務
に
営
業
活
動
が
含
ま
れ
る
労
働
者
に
対
す
る
裁
量
労
働
制
の
適
用
の
適
否
等
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意

書

提

出

者

山

井

和

則
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業
務
に
営
業
活
動
が
含
ま
れ
る
労
働
者
に
対
す
る
裁
量
労
働
制
の
適
用
の
適
否
等
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意

書

平
成
三
十
年
二
月
十
三
日
付
で
「
業
務
に
営
業
活
動
が
含
ま
れ
る
労
働
者
に
対
す
る
裁
量
労
働
制
の
適
用
の
適
否
等
に
関
す

る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
を
受
領
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
回
答
が
不
十
分
な
個
所
等
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
し
ま
す
。

一

労
働
省
告
示
第
百
四
十
九
号
で
、
「
第
三

労
使
委
員
会
が
決
議
す
る
法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項

一

法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
関
係

（
二
）
留
意
事
項

ロ

（
ロ
）
対
象
業
務
と
な

り
得
な
い
業
務
の
例
」
と
し
て
五
番
目
に
示
さ
れ
て
い
る
「
個
別
の
営
業
活
動
の
業
務
」
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
具
体
的

に
示
し
て
下
さ
い
。

二

一
で
言
及
し
た
「
個
別
の
営
業
活
動
の
業
務
」
を
業
務
の
一
部
と
し
て
、
少
し
で
も
担
当
し
て
い
る
労
働
者
を
、
現
行
の

企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
対
象
と
す
る
こ
と
は
違
法
で
す
か
。

三

働
き
方
改
革
推
進
法
案
要
綱
で
拡
大
さ
れ
る
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
で
は
、
一
で
言
及
し
た
「
個
別
の
営
業
活
動
の
業

務
」
を
業
務
の
一
部
と
し
て
、
少
し
で
も
担
当
し
て
い
る
労
働
者
を
対
象
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
か
。
も
し
可
能
と
な

一



り
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
条
件
で
あ
れ
ば
可
能
と
な
り
ま
す
か
。

四

厚
生
労
働
省
か
ら
の
要
請
に
基
づ
い
て
、
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
が
行
い
、
二
〇
一
四
年
五
月
に
公

表
し
た
「
裁
量
労
働
制
等
の
労
働
時
間
制
度
に
関
す
る
調
査
結
果

労
働
者
調
査
結
果
」
で
は
、
適
用
労
働
時
間
制
度
が

「
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
」
と
回
答
し
て
い
る
人
の
う
ち
、
二
十
三
�
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
が
、
「
Ｆ
十
三

勤
務
先
で

の
あ
な
た
の
仕
事
・
職
種
は
次
の
う
ち
ど
れ
に
あ
た
り
ま
す
か
？

も
っ
と
も
あ
て
は
ま
る
も
の
一
つ
に
〇
を
付
け
て
下
さ

い
。
」
と
い
う
設
問
で
、
「
三

営
業
・
販
売
」
を
選
択
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
選
択
肢
へ
の
回
答
状
況
も
踏
ま
え
た
上

で
、
こ
の
回
答
結
果
を
、
調
査
を
要
請
し
た
側
と
し
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
ま
す
か
。
特
に
、
こ
れ
ま
で
の
報
道
で
、

不
動
産
業
界
や
損
害
保
険
業
界
で
、
営
業
職
に
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
が
適
用
さ
れ
て
い
た
事
例
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
事
例
も
踏
ま
え
た
上
で
、
政
府
の
認
識
を
示
し
て
下
さ
い
。

五

平
成
三
十
年
二
月
一
日
提
出
質
問
第
四
六
号
の
質
問
九
の
「
安
倍
総
理
は
、
（
略
）
『
営
業
、
販
売
の
み
を
事
業
内
容
と

す
る
営
業
所
で
働
く
方
は
対
象
と
な
ら
な
い
』
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
労
働
者
を
対
象
と
す
る
と
ど
の
よ
う
な
問

題
や
弊
害
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
か
」
に
対
し
、
「
労
働
者
代
表
委
員
よ
り
、
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象
と
な

る
業
務
（
以
下
「
対
象
業
務
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
業
務
の
進
め
方
等
に
裁
量
が
な
い
法
人
営
業
全
体
に
拡
大
し
か
ね

二



な
い
と
い
っ
た
趣
旨
の
懸
念
が
示
さ
れ
」
と
の
答
弁
を
頂
い
て
い
ま
す
が
、
当
該
懸
念
は
、
政
府
の
認
識
と
理
解
し
て
よ
ろ

し
い
で
す
か
。

右
質
問
す
る
。

三


